
議案第１号

令和８年度和歌山市一般会計補正予算 (第１号)

令和８年度和歌山市一般会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２, ８６３, ７６７千円を追加し､ 歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１６８, ６３２, ７１２千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

(地方債の補正)

第２条 地方債の追加変更は､ ｢第２表 地方債補正｣ による｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

13 分 担 金 及 び
負 担 金 ７７１,８５６ ５,２０３ ７７７,０５９

１ 負 担 金 ７７１,８５６ ５,２０３ ７７７,０５９

15 国 庫 支 出 金 ３７,７１８,２８８ １,２９４,１０５ ３９,０１２,３９３

２ 国 庫 補 助 金 ３,３０１,７２５ ６８４,０９２ ３,９８５,８１７

３ 国 庫 交 付 金 ６,３４４,２３６ ６０５,０１３ ６,９４９,２４９

４ 国 庫 委 託 金 ２６,３７３ ５,０００ ３１,３７３

16 県 支 出 金 １５,６１２,３８０ １７,０９３ １５,６２９,４７３

２ 県 補 助 金 ５,２４３,１４０ １７,０９３ ５,２６０,２３３

19 繰 入 金 １,３６７,３８８ ７５０,１６３ ２,１１７,５５１

１ 基 金 繰 入 金 １,２６７,９６０ ７５０,１６３ ２,０１８,１２３

21 諸 収 入 ２,６６１,６７３ ５,８０３ ２,６６７,４７６

６ 雑 入 １,１８１,９３０ ５,８０３ １,１８７,７３３

22 市 債 ６,５０５,８００ ７９１,４００ ７,２９７,２００

１ 市 債 ６,５０５,８００ ７９１,４００ ７,２９７,２００

歳 入 合 計 １６５,７６８,９４５ ２,８６３,７６７ １６８,６３２,７１２
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歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １３,７３５,２４１ ７５０,９５２ １４,４８６,１９３

１ 総 務 管 理 費 ９,３２３,６４５ ７４１,７２０ １０,０６５,３６５

２ 徴 税 費 １,４５１,５９４ ６,７３２ １,４５８,３２６

３ 市 民 生 活 費 ５９２,６３０ ２,５００ ５９５,１３０

３ 民 生 費 ８２,３１５,０５０ １３５,１１１ ８２,４５０,１６１

１ 社 会 福 祉 費 ３３,７６３,７５９ ７,４１３ ３３,７７１,１７２

３ 児 童 福 祉 費 ２５,９３１,０９６ １１３,４９２ ２６,０４４,５８８

６ 市 民 福 祉 費 ５６３,８７９ １４,２０６ ５７８,０８５

４ 衛 生 費 １０,０３８,３４３ ３２８,７２４ １０,３６７,０６７

１ 保 健 衛 生 費 ４,４２０,７４７ ５７２ ４,４２１,３１９

２ 清 掃 費 ５,２４６,３０７ ８,５３１ ５,２５４,８３８

３ 環 境 保 全 費 ３７１,２８９ ３１９,６２１ ６９０,９１０

５ 農林水産業費 １,０３６,２９０ １７,９３９ １,０５４,２２９

１ 農 業 費 ７５１,０８６ ８,９３９ ７６０,０２５

２ 農 林 緑 花 費 １４７,１３６ ３,０００ １５０,１３６

３ 水 産 業 費 １３８,０６８ ６,０００ １４４,０６８

６ 商 工 費 ３,２１９,９４１ ５２,８４６ ３,２７２,７８７

１ 商 工 費 ２,１９２,４０３ ３,２１４ ２,１９５,６１７

２ 観 光 費 １,０２７,５３８ ４９,６３２ １,０７７,１７０

７ 土 木 費 １０,３５０,９０４ １,４３７,５６５ １１,７８８,４６９

２ 道 路 橋 梁 費 ３,３９６,９３５ ８５４,２６５ ４,２５１,２００

４ 都 市 計 画 費 １,１５３,４７６ ６,８７９ １,１６０,３５５

５ 都市計画道路費 ２６６,８５７ ４９３,０００ ７５９,８５７

６ 公 園 費 ４８５,６５１ ８３,４２１ ５６９,０７２

８ 消 防 費 ４,８７８,８５４ ５,０００ ４,８８３,８５４

１ 消 防 費 ４,８７８,８５４ ５,０００ ４,８８３,８５４

９ 教 育 費 １２,７９２,３１０ １３５,６３０ １２,９２７,９４０

２ 小 学 校 費 ２,９１７,８９８ １０,５９３ ２,９２８,４９１

６ 社 会 教 育 費 ２,１８９,８３９ １２５,０３７ ２,３１４,８７６
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(単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳 出 合 計 １６５,７６８,９４５ ２,８６３,７６７ １６８,６３２,７１２
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第２表

地 方 債 補 正

１ 追 加 (単位 千円)

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

コミュニティ
センター建設
事業

22,600 証書借入又
は債券発行

年5.0％以内 (ただし､
利率見直し方式で借り入
れる政府資金及び地方公
共団体金融機構資金につ
いて､ 利率の見直しを行っ
た後においては､ 当該見
直し後の利率)

政府その他の資金の借入
れについては､ その融通条
件による｡ ただし､ 市財政
の都合により据置期間及び
償還期限を短縮し､ 又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる｡

計 22,600

２ 変 更 (単位 千円)

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

防災基盤整備
事業 6,800 証書借入又は債券発行

年5.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

18,900 証書借入又は債券発行

年5.0％以内
(ただし､ 利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について､ 利
率の見直しを
行った後にお
いては､ 当該
見直し後の利
率)

政府その他
の資金の借入
れについては､
その融通条件
による｡ ただ
し､ 市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し､ 又は繰上
償還若しくは
低利に借り換
えることがで
きる｡

認定こども園
等整備事業 95,800 〃 〃 〃 114,000 〃 〃 〃

児童館整備事
業 9,300 〃 〃 〃 39,400 〃 〃 〃

隣保館整備事
業 16,300 〃 〃 〃 29,000 〃 〃 〃

清掃運搬施設
整備事業 23,700 〃 〃 〃 29,500 〃 〃 〃

農業施設整備
事業 235,500 〃 〃 〃 241,600 〃 〃 〃

道路施設改善
事業 1,282,600 〃 〃 〃 1,354,500 〃 〃 〃

地方道整備事
業 359,000 〃 〃 〃 648,300 〃 〃 〃

交通安全施設
整備事業 900 〃 〃 〃 1,300 〃 〃 〃

街路事業 119,300 〃 〃 〃 341,200 〃 〃 〃

公園施設整備
事業 140,300 〃 〃 〃 178,200 〃 〃 〃

コミュニティ
センター整備
事業

22,900 〃 〃 〃 85,300 〃 〃 〃

計 6,505,800 7,274,600



議案第２号

令和８年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第１号)

令和８年度和歌山市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３, ７７２千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１２, ７８４, ８７６千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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第１表

歳入歳出予算補正 (第１号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 繰 入 金 ７,００９,２１２ ３,７７２ ７,０１２,９８４

１ 一般会計繰入金 ７,００９,２１２ ３,７７２ ７,０１２,９８４

歳 入 合 計 １２,７８１,１０４ ３,７７２ １２,７８４,８７６

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 総 務 費 ７７,０７３ ３,７７２ ８０,８４５

１ 総 務 管 理 費 ７７,０７３ ３,７７２ ８０,８４５

歳 出 合 計 １２,７８１,１０４ ３,７７２ １２,７８４,８７６



議案第３号

和歌山市税条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市税条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市税条例の一部を改正する条例

和歌山市税条例 (昭和２９年条例第３０号) の一部を次のように改正する｡

附則第６条第１９項中 ｢平成２３年法律第１０８号｣ の次に ｢｡ 第２号ア及びウにおいて ｢再

生可能エネルギー電気特措法｣ という｡ ｣ を加え､ ｢令和６年４月１日から令和８年３月３１日

まで｣ を ｢令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで｣ に改め､ 同項各号を次のように改

める｡

(１) 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの 当該

特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に３分の１を

乗じて得た額

(２) 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格に２分の１を乗じて得た額

ア 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (再生可能エネルギー電気特措

法第２条第５項に規定する認定発電設備 (イ及びウ並びに次号において ｢認定発電設備｣

という｡ ) であるものに限る｡ 第５号において ｢特定水力発電設備｣ という｡ ) で総務省

令で定める規模未満のもの

イ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (認定発電設備であるものに限

る｡ 第４号イにおいて ｢特定地熱発電設備｣ という｡ ) で総務省令で定める規模以上のも

の

ウ バイオマス (再生可能エネルギー電気特措法第２条第３項第５号に規定するバイオマス

をいう｡ ) を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (認定発電設備であるもの

に限る｡ ) で総務省令で定める規模未満のもの

(３) 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (認定発電設備であるものに限る｡

以下この号及び次号アにおいて ｢特定風力発電設備｣ という｡ ) で海洋再生可能エネルギー

発電設備の整備に関する法律 (平成３０年法律第８９号) 第２２条第１項に規定する認定公

募占用計画において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格に５分の３を乗じて得た額

(４) 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係

る固定資産税の課税標準となるべき価格に３分の２を乗じて得た額

ア 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの
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(ア) 港湾法第３７条第１項 (第１号に係る部分に限る｡ ) の占用の許可を受けた者が､ 当

該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備

(イ) 地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成１０年法律第１１７号) 第２２条の３第３

項第１号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設

備

(ウ) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する

法律 (平成２５年法律第８１号) 第８条第３項に規定する認定設備整備計画において整

備する旨が記載された設備

イ 特定地熱発電設備 (第２号イに掲げるものを除く｡ )

(５) 特定水力発電設備 (第２号アに掲げるものを除く｡ ) 当該特定水力発電設備に係る固定

資産税の課税標準となるべき価格に４分の３を乗じて得た額

附則第７条の６の見出し中 ｢改修実演芸術公演施設｣ を ｢改修特別特定建築物｣ に改め､ 同条

第１項中 ｢ (以下この項において ｢高齢者移動等円滑化法｣ という｡ ) ｣ 及び ｢で政令で定める

もの｣ を削り､ ｢平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に主として劇場､ 音楽堂

等の活性化に関する法律 (平成２４年法律第４９号) 第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ､ かつ､ ｣ を ｢令和

８年４月１日から令和１１年３月３１日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて

｣ に､ ｢高齢者移動等円滑化法第２条第１号｣ を ｢同条第１号｣ に､ ｢当該施設｣ を ｢当該家屋

｣ に､ ｢､ 高齢者移動等円滑化法｣ を ｢､ 当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第１４条

第１項に規定する建築物移動等円滑化基準又は同法｣ に､ ｢掲げる高齢者移動等円滑化法｣ を ｢

規定する同法｣ に改め､ ｢もの (｣ の次に ｢総務省令で定めるものを除く｡ ｣ を加え､ ｢改修実

演芸術公演施設｣ を ｢改修特別特定建築物｣ に改め､ 同条第２項及び第３項中 ｢改修実演芸術公

演施設｣ を ｢改修特別特定建築物｣ に改める｡

附 則

(施行期日)

第１条 この条例は､ 公布の日から施行する｡

(固定資産税に関する経過措置)

第２条 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得されたこの条例による

改正前の和歌山市税条例 (以下 ｢旧条例｣ という｡ ) 附則第６条第１９項に規定する特定再生

可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については､ なお従前の例による｡

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第７条の６第１項に規定

する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固

定資産税については､ なお従前の例による｡

(都市計画税に関する経過措置)
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第３条 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧条例附則第７条の６第１項に

規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課す

る都市計画税については､ なお従前の例による｡
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議案第４号

和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市印鑑条例の一部を改正する条例

和歌山市印鑑条例 (昭和４７年条例第６号) の一部を次のように改正する｡

第１２条第１項に次のただし書を加える｡

ただし､ 印鑑登録者が､ 和歌山市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 (令和

３年条例第６号) 第３条第１項の規定により､ 同項に規定する電子情報処理組織を使用して印

鑑登録証明書の交付を申請するときは､ 印鑑登録証を添えることを要しない｡

第１２条第２項中 ｢前項｣ を ｢前項本文｣ に､ ｢の個人番号カードであって｣ を ｢に規定する

個人番号カードをいう｡ ) ､ 特定在留カード (出入国管理及び難民認定法 (昭和２６年政令第３

１９号) 第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カードをいう｡ ) 又は特定特別永住者証

明書 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平

成３年法律第７１号) 第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書をいう｡ ) であって

｣ に､ ｢第２２条第１項の｣ を ｢第２２条第１項に規定する｣ に､ ｢をいう｡ 次条及び第１６条

第２号において同じ｣ を ｢ (次条及び第１６条第２号において ｢個人番号カード等｣ と総称する

｣ に改める｡

第１３条中 ｢個人番号カード｣ を ｢個人番号カード等｣ に､ ｢第３５条の２第１項の｣ を ｢第

３５条の２第１項に規定する｣ に改める｡

第１６条第２号中 ｢個人番号カード｣ を ｢個人番号カード等｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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議案第５号

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例

和歌山市立保育所条例 (昭和３２年条例第３１号) の一部を次のように改正する｡

第７条第２項第３号中 ｢４月から６月まで｣ を ｢４月から８月まで｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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議案第６号

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例

和歌山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成２４年条例第６６号)

の一部を次のように改正する｡

第２条中 ｢ (附則第２項から第４項まで､ 第６項及び第７項｣ を ｢ (附則第２項から第４項ま

で及び第６項から第８項まで｣ に､ ｢｡ 附則第２項から第４項まで､ 第６項及び第７項｣ を ｢｡

附則第２項から第８項まで｣ に改める｡

附則第５項中 ｢児童福祉法第１８条の１８第１項の登録を受けた者に限る｣ を ｢府令第３３条

第１項本文に規定する保育士をいう｣ に改め､ ｢第２項｣ の次に ｢及び府令第３３条第３項本文

｣ を加える｡

附則第７項中 ｢当分の間｣ を ｢令和１０年３月３１日までの間｣ に改め､ ｢､ ｢２５人｣ とあ

るのは ｢３０人｣ ｣ を削る｡

附則に次の１項を加える｡

８ 当分の間､ 第２条の規定により条例で定める基準とされる府令第３３条第２項本文の規定に

よる保育士の数については､ ｢２５人｣ とあるのは ｢３０人｣ とすることができる｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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議案第７号

和歌山市特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に

関する条例の制定について

和歌山市特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条例

を次のように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に

関する条例

(趣旨)

第１条 この条例は､ 特定都市河川浸水被害対策法 (平成１５年法律第７７号｡ 以下 ｢法｣ とい

う｡ ) 第３８条第３項､ 第４５条第１項及び第５４条第１項の規定に基づき､ 雨水貯留浸透施

設､ 保全調整池及び貯留機能保全区域の標識の設置に関し､ 必要な事項を定めるものとする｡

(定義)

第２条 この条例において使用する用語は､ 法において使用する用語の例による｡

(雨水貯留浸透施設の標識の設置)

第３条 法第３８条第３項の規定による雨水貯留浸透施設の標識の設置については､ 特定都市河

川浸水被害対策法施行規則 (平成１６年国土交通省令第６４号｡ 以下 ｢省令｣ という｡ ) 第２

７条で規定するところによるものとする｡

(保全調整池の標識の設置)

第４条 法第４５条第１項の規定による保全調整池の標識の設置については､ 省令第３３条で規

定するところによるものとする｡

(貯留機能保全区域の標識の設置)

第５条 法第５４条第１項の規定による貯留機能保全区域の標識の設置については､ 省令第４０

条で規定するところによるものとする｡

(委任)

第６条 この条例に定めるもののほか､ この条例の施行に関し必要な事項は､ 規則で定める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から施行する｡
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議案第８号

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する

条例の制定について

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例を次の

ように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例の一部を改正する

条例

和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業施行条例 (昭和４８年条例第４９号)

の一部を次のように改正する｡

第３条中 ｢黒田の一部､ 納定の一部､ 吉田の一部､ 太田の一部｣ を ｢黒田１丁目の一部､ 黒田

２丁目の一部､ 黒田３丁目､ 黒田４丁目､ 黒田５丁目､ 黒田６丁目､ 納定１丁目､ 太田３丁目の

一部｣ に改める｡

附 則

この条例は､ 公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る｡

― 72 ―



議案第９号

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

和歌山市消防団員等公務災害補償条例 (昭和４１年条例第２３号) の一部を次のように改正す

る｡

第１８条中 ｢３１５, ０００円｣ を ｢３３０, ０００円｣ に改める｡

附 則

１ この条例は､ 公布の日から施行する｡

２ この条例による改正後の第１８条の規定は､ 令和８年４月１日以後に支給すべき事由の生じ

た和歌山市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償について適用し､ 同

日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償については､ なお従前の例による｡
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整理番号 路 線 名 起 点
終 点 備 考

１１－２６５ 宮２６５号線 和歌山市秋月
和歌山市秋月

１３－１５４ 四箇郷１５４号線 和歌山市加納
和歌山市加納

１９－１２９ 三田１２９号線 和歌山市和田
和歌山市和田

１９－１３０ 三田１３０号線 和歌山市和田
和歌山市和田

２５－１８７ 岡崎１８７号線 和歌山市神前
和歌山市神前

３７－２３３ 紀伊２３３号線 和歌山市弘西
和歌山市弘西

４１－２２８ 名草２２８号線 和歌山市三葛
和歌山市三葛

議案第１０号

市道路線認定について

道路法第８条第２項の規定により市道の路線を次のとおり認定する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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整理番号 旧新別 路 線 名 起 点
終 点 備 考

１１－１９１
旧 宮１９１号線 和歌山市秋月

和歌山市秋月

新 宮１９１号線 和歌山市秋月
和歌山市秋月 終点の変更

議案第１１号

市道路線変更について

道路法第１０条第３項の規定により市道の路線を次のとおり変更する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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所 在 地 地番 地目 地積 (㎡)
旧来の慣行を
廃止する面積

(㎡)
摘要

和歌山市園部字陰山 １５８２番１
１５８２番２

ため池
堤

５, ２６８
２, ０２６

５, ２６８
２, ０２６ 宮池

和歌山市六十谷字霊梅 １３１５番 ため池 ３, ４３９ ３, ４３９ 霊梅池

議案第１２号

旧慣による公有財産の使用廃止について

地方自治法第２３８条の６第１項の規定により､ 次の公有財産の使用に関する旧来の慣行を廃

止する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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